
第３表　地方債

（単位：千円）

起債の目的 限度額 起債の方法 償還の方法

遠軽ラジオ局放送機器整備事業 69,800

芸術文化交流プラザ整備事業 3,136,000

中心市街地活性化事業 20,800

生活安全灯整備事業 20,400

地域公共交通事業 2,500

地域医療対策事業 164,300

診療所整備事業 18,500

医療機器整備事業 3,700

ごみ処理施設整備事業 19,600

畜産担い手育成総合整備事業 1,900

畑地帯総合整備事業 18,900

農業用排水整備事業 18,000

営農飲雑用水整備事業 164,200

生田原コミュニティセンター整備事業 6,600

道の駅整備事業 424,000

道路橋梁事業 28,100

除雪機械整備事業 21,600

道路新設改良事業 319,700

河川浚渫推進事業 4,000

公営住宅整備事業 262,300

消防車両整備事業 62,200

防災用資機材等備蓄施設整備事業 775,200

小学校改修事業 14,500

臨時財政対策債 460,400

計 6,037,200

公的資金について
は、その融資条件
により、銀行その
他の場合にはその
債権者と協定する
ものによる。ただ
し、町財政の都合
により据置期間及
び償還期限を短縮
し、又は繰上償還
もしくは低利に借
換えすることがで
きる。

利率

証書貸借
又は

証券発行

　5.0％以内
（ただし、利
率見直し方式
で借り入れる
公的資金につ
いて、利率の
見直しを行っ
た後において
は、当該見直
し後の利率）


